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令和２年度茨城県最低賃金の改正答申について 

－ 引上げ額は２円 － 
 
 
茨城地方最低賃金審議会（会長 田中 泉）は、本年７月２２日に中央最低賃金審

議会からの答申は目安額が示されなかったが、茨城県における各種経済指標などを勘

案して慎重に審議した結果、本日８月５日、茨城労働局長（小奈 健男）に対し、現

行の最低賃金の時間額８４９円を２円引上げて（引上率０．２４％）、８５１円に改

正することが適当である旨の答申を行いました。 

これを受けて、茨城労働局長は、答申内容の公示等所要の手続を経て、本年度の茨

城県最低賃金の改正を決定する予定です。 

  

 

（参考） 

茨城県最低賃金の改定額及び対前年度引上率、引上額の推移 

年 度 平成２８年度 平成２９年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度（答申） 

最低賃金改定額 ７７１円 ７９６円 ８２２円 ８４９円 ８５１円 

対前年度引上率 ３．２１％ ３．２４％ ３．２７％ ３．２８％ ０．２４％ 

対前年度引上額 ２４円 ２５円 ２６円 ２７円 ２円 
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（別紙） 

 

目安審議及び地域別最低賃金審議の流れ 

 

 

中央最低賃金審議会            地方最低賃金審議会 

 

【目安審議】             【地域別最低賃金審議】 

 

諮   問 
 

諮   問 

       ↓                    ↓ 

調 査 審 議 

 

       ↓       目安を提示 

答   申 

                            ↓ 

答   申 

                                                    

                            ↓ 

異議申出に係る 

調査審議※ 

                             

                            ↓ 

決  定 

                             

                            ↓ 

決定の公示 

                            

 ↓ 

効力の発生 

                                                                                                   

※ 関係労使から異議申出があった場合に開催 

調 査 審 議 


